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1. 計画の目的 

（1） 栃木市都市計画マスタープラン（第２回改訂版）策定の背景と目的 

本市は、旧栃木市・旧大平町・旧藤岡町・旧都賀町・旧西方町との合併を受け、平成25

（2013）年度に『栃木市都市計画マスタープラン』を策定し、平成27（2015）年度に旧岩舟

町の編入に伴う軽微な改訂を行っています。平成25（2013）年度の策定から10年が経過し、

20年の計画期間の中間となるため、近年の社会情勢の変化や新たな施策等を反映した『栃木

市都市計画マスタープラン（第２回改訂版）』を策定します。 

なお、策定に当たっては『第２次栃木市総合計画』や『栃木市立地適正化計画』等との整

合を図り、将来像や基本理念等を十分に反映させるとともに、実効性のある計画とすること

を目指します。 

（2） 都市計画マスタープランについて 

『栃木市都市計画マスタープラン（第２回改訂版）』は、都市計画法に定められた「市町村

の都市計画に関する基本的な方針」として、県が定める『都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針』や『第２次栃木市総合計画』に即して策定します。（本市は栃木地域・大平地域・

藤岡地域・都賀地域・岩舟地域が「小山栃木都市計画区域」に、西方地域が「西方都市計画

区域」に属します。） 

都市計画マスタープランは、主に、次のような３つの役割を担っています。 

 
 

都市計画マスタープランでは、上位計画である『第２次栃木市総合計画』のうち、都市計

画に関する分野を対象とします。 

都市計画の分野とは、主に次の４つに関する施策を言います。 

 

 

・ 行政と市民等が、地域の特性や課題を踏まえ、互いに意見交換しながら、都市計画

が目指す将来像を具体的に示します。 

・ 具体的な将来像を示すことにより、市民等の都市計画に対する理解を深め、参画と

協働によるまちづくりを進めるための共通認識を確立します。 

・ 将来像という大きな目標を達成するために、個別の都市計画がどのような役割を果

たし、どう関連するのかをわかりやすく示します。

・ 「土地利用」市街化区域、用途地域等の土地利用に関するもの 

・ 「都市施設」道路・公園・緑地等の整備に関する計画、手続きと実際の施行に関す

るもの 

・ 「市街地開発事業」土地区画整理事業・工業団地造成事業等の面的な開発事業に関

するもの 

・ 「保全」農地・樹林地・河川・景観等の保全に関するもの
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（3） 計画の位置づけ 

『第２次栃木市総合計画』の「基本構想」においては、今後10年間（令和５（2023）〜14

（2032）年）の将来像を定め、その実現に向けた基本方針を政策として明らかにしています。 

都市計画に関わる事業は、実現までに長期間を必要とすることが多く、都市計画マスター

プランは、それらを計画・実施していく上で基調とするべき基本理念及び基本方針です。 

 

 
 

2. 計画の内容 

（1） 対象期間 

基準年次：平成25（2013）年 

目標年次：令和15（2033）年（対象期間：20年） 

平成26(2014)年〜令和15(2033)年の20年間と設定し、施策や事業の推進においては、

短期（１～５年）、中期（６～10年）、長期（11～20年）を適宜設定します。 

なお、20年という期間においては、本市の都市政策を取り巻くまちづくりの潮流の変

化が想定されることから、概ね10年を目安に計画の改訂を行います。 

（2） 対象区域 

都市計画区域（行政区域）：331.50km2〔市街化区域：34.269km2〕（令和7(2025)年4月1日） 

（3） 計画の構成 

《全体構想》、《地域別構想》による構成とします。 

計画策定においては市民意向等の反映を図り、より実効性の高い内容とします。 

 

県策定の上位計画

都市計画区域の 
整備、開発及び 
保 全 の 方 針 
(小山栃木、西方）

国土利用計画

とちぎ未来
創造プラン

第 2次栃木市総合計画

保 健 福 祉 ･ 
教育･文化･ 
生 活 環 境 ･ 
産業･行財政等

都市計画・ 
都市整備等

栃木市都市計画マスタープラン 
（第２回改訂版）

本市の都市計画に関する基本的な方針 
●将来都市像 ●全体構想 ●地域別構想 ●実現方策

＊各部門との連
携による効率
的・効果的な施
策展開

個別都市計画の推進 
土地利用（用途地域等） 都市施設(道路・公園等) 

市街地開発事業(区画整理等） 保全（自然・景観等）

栃木市立地
適正化計画

【上位計画等と都市計画マスタープランの関係】

高
度
化
版
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【計画の構成】 

 

　＊策定体制等

検討組織（市） 
・策定委員会、作業部会

 

  
  
  
栃木市におけるまちづくりの課題や課題を踏まえた

目指す方向性を整理

  
  
土地利用、交通体系、都市施設、市街地整備、都市防災、

都市景観、都市環境の全 7 項目について、市全体のま

ちづくりのための全体構想を整理

  
  
まちづくりの課題解決に向けて、将来都市像、まちづく

りの基本理念・目標、将来都市構造等を整理

  
  
  
栃木地域、大平地域、藤

岡地域、都賀地域、西方

地域、岩舟地域の全 6
地域について、各地域

の個性を生かした地域

別構想を整理 
 

  
  
  
全体構想や地域別構想

を実現するための方策

を整理 
 

  
  
  
方 策 の 実 現 に 向 け て

都 市 計 画 上 の 課 題 や

本 計 画 の 運 用 に あ た

っての課題を整理

照会 
・ 

反映

第５章 
地域別構想 

第６章 
実現方策 

第４章　全体構想

第３章　将来の都市の姿

第１章　計画の目的と内容

第７章 
実現に向けた課題 

第２章　まちづくりの総合的課題と 
目指す方向性

第 2次栃木市総合計画等 
に関する 

市民アンケート調査結果

議会･都市計画審議会･ 
地域会議

パブリックコメント



 


